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               例の一部改正について 
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               る条例の一部改正について 
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               正について 
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               部改正について 

  日程第１９ 議案第１２７号 美祢市上野コミュニティセンターの設置及び管理に 

               関する条例の一部改正について 

  日程第２０ 議案第１２８号 美祢市河原コミュニティセンターの設置及び管理に 

               関する条例の一部改正について 

  日程第２１ 議案第１２９号 美祢市田代コミュニティセンターの設置及び管理に 

               関する条例の一部改正について 

  日程第２２ 議案第１３０号 美祢市堀越コミュニティセンターの設置及び管理に 

               関する条例の一部改正について 

  日程第２３ 議案第１３１号 美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部 

               改正について 

  日程第２４ 議案第１３２号 美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例 

               の一部改正について 

  日程第２５ 議案第１３３号 美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する 

               条例の一部改正について 

  日程第２６ 議案第１３４号 美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の 

               一部改正について 

  日程第２７ 議案第１３５号 美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の 

               一部改正について 

  日程第２８ 議案第１３６号 美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例 

               の一部改正について 

  日程第２９ 議案第１３７号 美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する 

               条例の一部改正について 

  日程第３０ 議案第１３８号 美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条 

               例の一部改正について 

  日程第３１ 議案第１３９号 美祢市都市公園条例の一部改正について 
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  日程第３２ 議案第１０２号 平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第６号） 

  日程第３３ 議案第１０３号 平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正 

               予算（第３号） 

  日程第３４ 議案第１０４号 平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第 

               ２号） 

  日程第３５ 議案第１０５号 平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算 

               （第３号） 

  日程第３６ 議案第１０６号 平成２８年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補 

               正予算（第１号） 

  日程第３７ 議案第１０７号 平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第３号） 

  日程第３８ 議案第１０８号 平成２８年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第 

２号） 

  日程第３９ 議案第１４０号 美祢市勤労福祉会館及び美祢勤労者総合福祉センター 

の定管理者の指定について 

  日程第４０ 議案第１４１号 市道路線の認定について 

  日程第４１ 政治倫理条例に関する特別委員会の委員長報告について 

  日程第４２ 議員提出意見書案第１号 地方議会議員の厚生年金への加入を求め 

る意見書の提出について 

６．会議の次第は次のとおりである。 
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   午前１０時００分開議 

○議長（荒山光広君）  おはようございます。これより、本日の会議を開きます。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（綿谷敦朗君）  御報告いたします。 

 本日机上に配付してございますものは、議事日程表（第４号）、以上１件でござ

います。 

 御報告を終わります。 

○議長（荒山光広君）  お手元に配付いたしております日程表のとおりでありますの

で、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、戎屋昭彦議

員、猶野智和議員を指名いたします。 

 この際、西岡市長から発言の申し出がありましたので、発言を許可いたします。

西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  議長のお許しをいただきましたので、去る１２月２日本会議、

竹岡議員からの一般質問における私の発言について、一部訂正をさせていただきま

す。 

 ６月９日における高齢者保健福祉推進会議において、諸般の事情を総合的に勘案

した結果、今期における介護保険サービス基盤整備につきましては延期させていた

だくと述べております。その諸般の事情は、四つの社会福祉法人を現地にて確認、

施設の状況を聞き取りした結果を総合的に判断したものでございます。 

 また、第６期介護保険事業計画に当たり、市外の業者から提出された要請書につ

いては、１２月１日に確認したところであり、延期決定には直接的な要因ではなく、

発言の意図がうまく伝わらず、誤解を招く表現がありましたので訂正させていただ

きます。また、関係法人に御迷惑をおかけした部分につきましては、おわびを申し

上げたいというふうに思っております。 

 また、第７期計画に向けて市民アンケートの実施を計画しております。その結果、

施設が必要であれば、再度施設建設に向けての議論を深めていく所存でございます

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（荒山光広君）  竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  議長のお許しをいただきましたので、本会議前に。今、市

長が発言されましたが、６月９日ですか、諸般の事情というのは４施設を回ったか

ら延期をしたんだと。１２月２日の私の一般質問に対しては、全く違うんだと、こ

ういうことなんです。 

 私は、さきの６期計画の一般質問をやったとき、平成２６年６月と９月に提出さ

れた整備計画をいろいろ調べたら、不信感が募る整備計画の内容について疑問が残

る点がある。さらに竹岡議員の自宅があるとの理由で延期したと、こう答弁された

んです。また、言葉変えるわけですか、ころころ、ころころ変えられるのはわかっ

ていますが、余りにも発言が軽薄すぎるんじゃないですか、市長。 

 そこで私は、所管の委員会で、実は課長に計画書、本来は計画書じゃないんです

ね。市長の勘違いだろう思うんです、おわかりだろうか。いわゆる美祢市において

整備計画の要請――市長、どこを見ちょってんですか、要請書なんです。それを計

画書と勘違いされたと思うんです。あたかも公募があって、そしてこういう企業が

名乗り出たと言わんばかりの答弁なんですよ。そこは大きな違いがあると思います。 

 担当課長は、私が所管の委員会で、市長にこの書類はいつ渡されたんですかとお

聞きしたんです。そしたら１２月１日という答弁でした。本当すばらしいですよね、

市長。私が一般質問したのは、１２月２日です。たった１日です。その１日の間に

いろいろ調査されて、市長は介護計画の基盤整備、いわゆる特別養護老人ホーム、

１１８人の待機者がおられるにもかかわらず、６月に延期方針を出されたんです。

１２月１日に書類を手にされて、いろいろ調べたと、こう答弁されています。 

 その結果、先ほど申し上げましたように、その整備計画のいわゆる、整備計画じ

ゃなくって、わかりやすく言えば特別養護老人ホームを基盤整備をされる計画を読

まれたらわかると思います。最後に書いてあります。「要請するに至りました。」

と、こう書いてあります。ですから、市に対してその計画をつくってもらえません

かと、こういう要請書なんです。 

 市長は、６月に上申出されたんですが、１２月２日この書類を見てからいろいろ

調査した結果、不信感があると、つのると、いわゆる疑問が残る点があると、さら

には、竹岡議員の自宅がある。こういう話なんです。どう受けとめられるんですか。

市民の皆さん聞いてもおかしいと思いますね。６月９日に方針を決めたのは今おっ
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しゃったですね、４施設ですか、歩かれた。 

 私は一般質問のときも申し上げました。たくさんの施設があると。今、美祢市が

変えようとしている施設の中にも要介護３はいらっしゃいますよね。今現在、減っ

とらん、ふえているんです待機者は。にもかかわらず、４施設を回ったということ

で、今またお茶を濁されたんですが、いわゆるこの矛盾はなんなのか、理解できま

すか。私はできません。 

 ですが、もっと簡単なことを申し上げます。もう退場を覚悟でいいですから、市

長の選挙を通して支持者の施設関係者の強い意志とあえて言います。市長の政策ス

タッフの勘違いか思い込みによってやられたと私は思っています。これはもうずっ

と私は、「竹岡が経営するんか、竹岡が関わり合うんか、でなかったらほかのとこ

ならええ」と、こういう話も聞いています。 

 先日、市長は、当該法人の信頼性を著しく損ない、企業イメージを大幅にダウン

させました。さらに大きな損害を与えかねない発言でしたが、本日、一応、謝罪と

は言えませんね、訂正とおっしゃったんです。何を訂正されるんですか。さっぱり

わかりません。 

 そして、福祉計画については、私は議案第１１５号、本日、美祢市敬老祝金支給

条例の一部改正がありますので、そこでは討論したいと思います。これは後からの

話ですが。しかし、私は市長の発言によって、この計画の位置がどこに竹岡という

のが出ているのか、出ていません、調べましたが、いただきました開示請求して。

ところが、「た」の字もないもありません。にもかかわらず先ほど申し上げました。

市長の政策スタッフの勘違いか思い違いでしょう、思い込みでしょう。 

 そうした形の中で、判断をされたと。言われた私は調査もなし、臆測だけで言わ

れたということになりますと、私の名誉も、人としての尊厳も傷つけられます。西

岡市長の支持される議員の中では「やった、ようやった。」こうですよね。全くそ

んなことで市政を運営をされているんですか。 

 私は政治生命をかけても、私の名誉と尊厳は守りたいと思います。そんな渋い顔

をしないでください。政治生命をかけるということは、市長そのものの政治生命と

戦うということです。その覚悟をしていただきたいと思います。 

 さらに、本日この会議場において私に対する傷つけられた名誉、尊厳、謝罪を要

求したいと思います。なお、１１８名の話半分でも、私６０名と申しました。まだ
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その半分としても、３０と申し上げました。そういう人たちに迷惑をかけたんでし

ょう。従って１１８名の待機者の皆さんと、私に対しての誠意ある謝罪を求めたい

と思います。議長、ひとつ善処のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長、何かございますか。西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  竹岡議員からの御指摘につきましてでございますが、先ほど

も申し上げましたとおり、６月９日の高齢者保健福祉推進会議において、整備計画

につきましては延期をさせていただくということを申し上げました。これにつきま

しては、市内四つの特別養護老人ホームの現場を回り、そして施設の状況、また施

設の管理者等とのお話をさせていただく中で結論に至ったということでございます。 

 また、１１８名の待機者がおられるということでございますけれども、その方に

つきましても、第７期に向けて市民アンケートを実施を予定させていただいており

ます。このアンケートによって、また真に必要な事業計画等が上がってくるかと思

いますが、それに向けては、また再度議論を深めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 また、先ほどから出ております地域密着サービス事業所の整備計画の要請という

ところで、竹岡議員の名前は出ていないじゃないかというところで、１２月１日に

調査した結果、どこに出ているんだというところでございますけれども、私がこの

要請書を初めて見たとき、そしてこの内容を見させていただいたときに、事業所予

定地、ここの住所が竹岡議員の御自宅がある住所になっているというところで発言

をさせていただいたところでございます。その折に、何で住所を確認したのかとい

うふうな御指摘をいただきましたけれども、地図等で確認させていただいというこ

とを申し上げました。 

 その後、再度いろいろなところを確認させていただいて、また、公式な議会事務

局のホームページの竹岡議員の御住所も、この当該事業所予定地になっておる――

予定地と一致しておりますので、そういった旨を発言させていただいたというとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  さすが何日かレクチャーされた効果は出ましたね。恐らく

市長はあくまでも図面を見た、ネットを見た、議員の住所録を見たそうおっしゃる
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だろうという想定していました。それが、市長が言われたいろいろ調査したという

ことなんでしょうね。 

 私、一般質問のときも申し上げましたね、市長の後援会事務所、大嶺町にありま

すよと申し上げた。そしたら市長は「いや違う」と「違うところにある」と、です

が、ちゃんとホームページには書かれているんです。これも、私が出したんなら間

違うことは、まずないと思います。 

 今もおっしゃった言葉の裏は、やっぱし私の自宅ということがあらわれるからだ

めだということでしょう。不信が募る、こういうことでしょう。今、もう発言の中

で言葉を交わしたらそういうことじゃないですか。何日もレクチャーされた割には

やっぱり裏がないと思います。 

 これを、まだほかの場所で私はさらにまだやっていきたいと思います。議長、市

長は訂正はしないんです。謝りもしないんです。私は議長に対してそれを求めまし

た。そしたら議長が市長に何かとおっしゃったんで、市長は若干なりとも私の自宅

の番地や名前を出したことは、不穏当であったとおっしゃるかと思ったんです。休

憩とってください。そして詰めてください。 

 それから再開をしていただくことを要望して終わります。 

○議長（荒山光広君）  この件は、１２月６日の総務民生委員会の中で、竹岡議員よ

り一連の発言について市長に謝罪を求めるというところで、きょうの市長の発言に

なったというふうに考えております。今、市長の発言が竹岡議員が求める内容にど

うもなっていないようでございます。 

 暫時休憩をとりたいと思いますが、市長さん、その間にまた発言の検討をしてい

ただけますでしょうか。 

 それでは暫時休憩いたします。 

   午前１０時１７分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午前１１時２１分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 この際、西岡市長から発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。

西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  冒頭でも申し上げましたが、一連の発言において、関係法人
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に御迷惑をおかけした部分につきましては、おわびを申し上げたいと思います。 

 また、その業者からの要請書の中で、事業予定地について、本会議場で竹岡議員

の氏名等を発言をいたしましたことが不穏当な発言であったことで、竹岡議員に御

迷惑をおかけしたことにつきましては、おわびを申し上げたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  今、市長のいわゆる謝罪の発言につきましては、評価した

いと思います。 

 私も、少しは名誉は回復できたなというふうに思います。ただ、私が終始一貫申

し上げてきたのは、誰が何をするのではなくて、何をするのかというのが大事だと

いうのを一般質問でも申し上げたと思います。 

 市長におかれましては、誰がどのようなことを考えているかじゃなくて、いわゆ

る第６期の介護計画の中でのいろんな施策を、市長はやはり粛々とうやっていかれ

る。そして、せっかくチェンジをすると言うて出られた市長ですから、さらに料理

で言えばトッピングを何個か加えていくというような政策を、ぜひ今後もしていた

だいきたいということを期待申し上げまして、今回の発言については終結したいと

思います。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  山中議員。 

○９番（山中佳子君）  １２月２日の一般質問の中で出てきた資料については、目か

らうろこでした。 

 今回の竹岡議員の名前が出てきた件につきましては、これは美祢市議会の政治倫

理に関する条例第３条、「議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければなら

ない。」 

 １号において、「市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行

為を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこ

と。」 

 ３号において、「市が行う工事、製造その他請負契約、業務の委託契約及び物品

の購入契約、又は許可、認可について、特定の個人、企業、団体を推薦、紹介する
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などの、有利な取り計らいをしないこと。」というものがあります。 

 これに私は抵触するのではないかと思います。審査会を開いて、市長の思い込み

が臆測か、今言われました市長の言われたことが思い込みであるか、臆測かどうか

を審議すべきであり、要請書の原本の提出もしていただき、また、なぜ平成２６年

６月と９月の２回にわたり、この要請書が提出されたのかなど。また、竹岡議員は

公人であり伊佐地区の社会福祉法人の会長であることも、また公人であると思いま

す。その立場でこのようなことをされたことに対する審査というものは、私は必要

ではないかと思っております。 

 平成２７年度から介護保険料は１，４２０円アップして、５，８４０円となって

おります。この中には、今回の施設建設の計画の費用も含まれております。推進会

議において、反対意見が多かったにもかかわらず施設建設計画にも盛り込まれてお

り、介護保険料も大幅にアップしております。 

 以上のことより、私は議長の御判断というか、議会のあり方を考えていくべきだ

と思っております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  今、ようやく市長さんの謝罪において、ことはおさまろう

としておったわけでありますけれども、果たして、今この場でそういうふうな議論

をすべきかどうか、議会運営に対していかがなものかなというふうな疑問が生じて

きております。 

 このような発言、確かに自由闊達な発言をして結構でありますけれども、この本

会議場で今のような発言いかがなものかなというふうに感じております。 

 議長の取り計らい、そして議運の委員長に対しても、どのように取り扱われるの

か。でないと、やはり市民の皆様が非常に不信に思うと思うんです。今の美祢市議

会はこんな議会運営でいいのとなりゃしませんか。議長の判断を仰ぎます。よろし

くお願いします。 

○議長（荒山光広君）  暫時休憩します。 

   午前１１時２７分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午後 ２時１４分再開 
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○議長（荒山光広君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 この際、山中議員から発言の申し出ありましたので、これを許可いたします。山

中議員。 

○９番（山中佳子君）  執行部より指摘があり、私の発言で誤解を招く部分がありま

したので、訂正いたします。 

 まず、一つ目の発言で、「竹岡議員は公人であり伊佐地区の社会福祉法人の会長

であることもまた公人であると思います。」と発言しましたが、これについて事実

は伊佐地区社会福祉協議会であり、任意の団体で、法人ではございません。竹岡議

員には御迷惑をおかけしました。申しわけありませんでした。 

 二つ目の発言は、平成２７年度から介護保険料は１，４２０円アップして５，

８４０円となっております。この中には、「施設建設費用も施設建設の計画の費用

も含まれております。」と発言しましたが、１，４２０円の根拠について、平成

２７年３月議会での私の一般質問に対して、当時の市民福祉部長から、次のような

答弁がありました。 

   １，４２０円の内訳について御説明いたします。第５期において、その前期

である第４期において積み立てました介護保険準備基金１億８，０００万円を

取り崩しておりますので、第５期の基準保険料月額４，４２０円は、本来なら

ば、さらに高い金額になるところを基金の取り崩しにより、低く抑えたという

経緯がございます。従って、その差額による影響額が６１４円、それから、第

６期における在宅サービスや施設サービス等の給付費等の増額分として６１５円、

第５期におきましては、財源不足を補うために財政安定化基金の貸し付けを受

けておりますので、その償還をこの６期の３年間でやらなきゃいけませんが、

それが１７１円、また、基準保険料の増額に対応する必要があることから、今

回、負担能力に応じた負担とするため、所得段階を７段階から１３段階に多段

階化の設定を行っておりますので、その影響額が２０円となっております。と

あります。 

 ３点目の発言で、「推進会議において、反対意見が多かったにもかかわらず施設

建設計画には組み込まれており、介護保険料も大幅にアップしております。」とい

う発言についてです。 

 推進会議で反対の意見もあったのは事実ですが、事務局の皆さんと協議し、最終
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的に施設建設を計画されたということでした。この施設を建設し、満床となった場

合の保険料影響額については、そのときの市長答弁で１２０円から１３０円とされ

ております。という発言もありました。 

 以上、私の発言内容について訂正させていただきます。 

 また、先ほどの時と場所を考えない私の発言により、議員初め、執行部の皆さん

には大変御迷惑をおかけしました。前言を撤回するとともにおわび申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  なお、先ほど秋山議員からの適正な議会運営にかかわる御意

見がございました。これについて、冒頭市長の発言を受けて、竹岡議員の発言を許

可いたしましたが、これは、議員の名誉にかかわることと私が判断いたしましたの

で、発言を許可したものでものでございます。 

 この本会議における議員の発言は、美祢市議会の会議規則や基本条例など、議会

のルールにのっとり行うべきものでありますので、議員の皆さん方には議会ルール

の範囲内で節度ある御発言に心がけていただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、日程第２、議案第１０９号から日程第４０、議案第１４１号までを会

議規則第３５条の規定により一括議題といたします。 

 本件に関し、常任委員長の報告を求めます。教育経済委員長。 

   〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 登壇〕 

○教育経済委員長（秋枝秀稔君）  それでは、ただいまより、去る１２月５日開催の

教育経済委員会の委員長報告を申し上げます。 

 まず、議案の審査結果から御報告申し上げます。 

 さきの本会議におきまして本委員会に付託されました、市長提出議案２５件の議

案について、委員全員出席のもと慎重に審査いたしましたところ、いずれの議案も

全員異議なく、全会一致にて原案のとおり可決しております。 

 それでは、議案の審査過程における主な質疑、意見等について御報告いたします。 

 議案第１１７号美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定

める条例の制定について、委員より、農業委員と農地利用最適化推進委員の役割に

ついてお伺いするとの質疑に対し、執行部より、農業委員は総会における議決権を

有しており、農地法に基づく許認可の決定などを行い、このたび制定される条例で

は、新たな業務として農地利用の最適化の推進にも取り組まれることになります。
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また、農地利用最適化推進委員は主に現場での活動を行い、農業者と農地集積につ

いての協議、調整や担当地区の農地パトロール、違反転用等の監視を行います。ま

た、総会に参加し意見を述べることも可能ですとの答弁がありました。 

 次に、議案第１１８号から議案第１３３号及び議案第１３６号から議案第

１３９号の議案２０件については、いずれも市の施設の使用料、手数料の見直しに

係る条例の一部改正議案でありますので、一括議題といたしました。 

 これらの議案について、委員より、使用料、手数料の見直しに関する基本方針の

内容についてお伺いするとの質疑に対し、執行部より、手数料見直しに関する基本

方針は、平成２４年４月に作成され、基準の必要性や使用料、手数料の基本的な考

え方について規定しています。使用料の見直しに当たっては、受益と負担の公平性

の確保、算定方法の明確化、減免規定の適正化、定期的な見直しの実施など、四つ

の基本的な考えを定めているところですとの答弁がありました。 

 また、委員より、市が所有する一般的な施設の使用料等については、受益者負担

と公的負担の基準をおおむね５０％と考えてよいか。また、施設の公共性の割合に

ついて、受益者負担の割合が増減すると捉えてよいかとの質疑に対し、副市長より、

一般的な施設については、受益者と市の負担割合をおおむね５０％で算定していま

す。なお、使用料の額の算定は利用する市民としない市民との均衡を考慮の上、施

設の管理運営経費を明らかにし、明確な積算基準に基づき負担の公平性を担保する

こと、また、コスト削減に努め、利用者の負担軽減を図り、理解が得られる料金設

定とすることが基本的な考え方です。また、受益者と市の負担割合については、施

設の公共性の割合により増減しますとの答弁がありました。 

 さらに、委員より、このたびの使用料の改定による歳入への影響はどのようにな

るかとの質疑に対し、執行部より、１年間におおむね８万円の歳入減となる見込み

ですとの答弁がありました。 

 次に、議案第１４０号美祢市勤労福祉会館及び美祢勤労者総合福祉センターの指

定管理者の指定について、委員より、このたび指定管理を受けられた中高年雇用福

祉事業団は、この施設の指定管理者となって何年目か。また、この間、市民の皆さ

んが使いやすい施設となるよう、どのような対応をとられてきたかとの質疑に対し、 

執行部より、当該事業団は平成１６年４月から指定管理を受託されています。また

市民が利用しやすい施設となるための改善策等については、商工労働課と情報や意
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見交換をしながら検討を行っていますとの答弁がありました。 

 次に、議案第１４１号市道路線の認定についてでありますが、この議案について

は、当日、委員会の机上審査の前に現地調査を行っております。 

 この件について委員より、市道に認定された後、未舗装部分の舗装工事や側溝の

設置などを行う予定があるかとの質疑に対し、執行部より、舗装工事についての要

望があれば順次、舗装計画に上げて工事を行います。側溝の設置については、工事

設計の段階で検討することになりますとの答弁がありました。 

 最後に、その他の所管事項において、委員より、市長は以前の発言で、本市のジ

オパーク活動については、市民へ認知、周知されてない。また、Ｍｉｎｅ秋吉台ジ

オパークを一流の日本ジオパークとして育てることに重きをおき、活動によるメリ

ットや費用対効果などについて調査研究を行うと言われている。しかし、１２月

３日に行われた秋吉台上旧展望荘のカルスター（ジオパークセンター）のオープン

セレモニーにおいて、市長は世界ジオパーク認定に向け力を入れていくとの発言を

された。これは、世界ジオパーク認定に向けてのキックオフと考えてよいのか。ま

た、このことは市民にどのように周知し、さらに今後、世界に向けてどのように発

信していくお考えかとの質疑に対し、執行部より、カルスターにおける市長の発言

は、世界に向けたキックオフと捉えていただいて結構です。今後、問題点を整理の

上、市民の皆様にお伝えし、また議会にも図りながら、世界ジオパークの認定に向

け進んでいくものと考えていますとの答弁がありました。 

 さらに、委員より、市長におかれては、本市ジオパークで世界を目指す目的等に

ついてお考えを明確に打ち出していただき、着実に進んでいただきたいとの発言が

あり、執行部より、議会側からも拠点施設の要望決議など、いろんな意見が出され

ています。今後、世界ジオパークにかかわってこられた講師等をお招きし、議会と

の勉強会などを開催することで、問題点等についても共有していきたいと思ってい

ますとの発言がありました。 

 ほかにも質疑、意見等がございましたが、ここでは割愛させていただきます。 

 以上をもちまして、付託された議案審査に関する教育経済委員会の委員長報告を

終わります。 

 なお、本委員会は閉会中といえども、所管事項の調査を行うことを議長に申し出

ておりますので、申し添えます。 
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 以上です。 

   〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  教育経済委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、教育経済委員長の報告を終わります。 

   〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 自席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  続いて、総務民生委員長の報告を求めます。総務民生委員長。 

   〔総務民生委員長 戎屋昭彦君 登壇〕 

○総務民生委員長（戎屋昭彦君）  ただいまより、去る１２月６日開催の総務民生委

員会の委員長報告を申し上げます。 

 まず、議案の審査結果から御報告いたします。 

 さきの本会議におきまして、本委員会に付託されました議案１３件について、委

員全員出席のもと慎重に審査いたしました。議案名については省略させていただき

ます。 

 議案第１０５号、議案第１０６号、議案第１０７号、議案第１０８号、議案第

１０９号、議案第１１０号、議案第１１２号、議案第１１３号、議案第１１６号、

議案第１３４号、及び議案第１３５号の１１件につきましては、いずれも全員異議

なく、全会一致にて原案のとおり可決、また、議案第１０３号については、賛成多

数にて原案のとおり可決いたしました。 

 なお、議案第１１５号美祢市敬老祝金支給条例の一部改正については、委員より、

質疑及び意見が集中し、採決の結果、賛成少数にて否決となったところであります。 

 それでは、議案の審査過程における主な質疑、意見等について御報告いたします。 

 議案第１１０号美祢市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について、 

委員より、本制度により休業した職員の給与の取り扱いはどのようになるのか。 

 また、同休業を取得した場合、退職手当の算定期間などへ影響はあるのかとの質

疑に対し、執行部より、配偶者同行休業の期間中については、給与を支給いたしま

せん。また、休業中は勤続機関から除外されるため、退職手当の基本額や調整額に

影響することとなりますとの答弁がありました。 

 次に、議案第１１５号美祢市敬老祝金支給条例の一部改正について、委員より、

この条例改正により、敬老祝金が大幅に減額されることになる。どのようなお考え
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で改正を行うのか。また、なぜこの時期に減額をしなければならないのかとの質疑

に対し、執行部より、高齢者福祉事業に係る経費は年々増加しています。市長が本

会議で申し上げた配食サービスや他の介護費県事業についても同様の傾向がありま

す。このような状況の中、本市の敬老祝金支給額は県内トップクラスであり、支給

額を減額することは、かねてからの懸案事項でありました。従って、他市と同等の

支給内容とする見直しを行うものですとの答弁がありました。 

 また、委員より、高齢者保健福祉計画の推計では、今後、後期高齢者の人口は減

少傾向であり、支給額を減額する根拠が乏しいと考えるが、いかがとの質疑に対し、 

副市長より、美祢市まち・ひと・しごと創生総合戦略の重要戦略に基づき、高齢者

が多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を日々送れるよう、敬老祝金の減

額により財源をシフトさせたいと考えていますとの答弁がありました。 

 次に、委員より、財政的に厳しいから敬老祝金を削減するとのことだが、削減後

の具体的な事業プラン、施策はお持ちかとの質疑に対し、執行部より、具体的なプ

ランは持ち併せていませんが、認知症関係の事業等に使いたいとの思いがあります

との答弁がありました。 

 これに対し、委員より、本件については、議会や市民に対して説明不足であると

見受けられる。もう少し時間をかけて議論、討論をする事案だと考えるが、いかが

かとの質疑に対し、執行部より、現在の限られた予算の中で、高齢者事業をどのよ

うに維持するかという課題に直面しています。高齢者に対する日々の福祉サービス

にかかわる予算の減額は困難であるため、苦しい選択の中で敬老祝金支給事業を対

象とさせていただいたものですとの答弁がありました。 

 次に、委員より、この件に関し、以前、執行部から説明を受けた中では、敬老祝

金の削減額を子育て世代に使いたいとのことだった。このたびその方針が変わり、

配食サービスや認知症カフェの設置等の経費に充てることとなった理由についてお

伺いするとの質疑に対し、執行部より、当初は子育て世代のための予算に回すこと

を考えていましたが、配食サービス事業者の厳しい実情、また認知症カフェの設置

等の必要性を勘案し、それらを優先的に考えたものですとの答弁がありました。 

 次に、委員より、この条例改正は高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画

に基づき進められているのかとの質疑の対し、執行部より、第６期計画には、事業

内容を必要に応じ変更することについての記載があります。それに基づき敬老祝金
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の減額を実施させていただきと考えていますとの答弁がありました。 

 さらに、委員より、敬老祝金の減額により生じる財源（効果額）の使い方につい

ての論議が先行しているように思うが、来年度以降の予算で配食サービス（事業者

の採算性の確保）や認知症カフェなどの事業を実施できることの担保はあるのかと

の質疑に対し、執行部より、本会議において市長が発言された以上、事業実施の担

保はされると考えていますとの答弁がありました。 

 また、質疑の途中、委員長に対し、委員より、本件については意見が多数出てい

る。基本条例に規定されて自由討議の場を設け、委員間でさらに深い論議を行って

はいかがとの提案があり、協議しましたが、自由討議は行わないことになりました。 

 次に、議案に対する意見について御報告いたします。 

 委員より、美祢市総合計画後期基本計画における市民の意識調査では、地域福祉

の充実に対する満足度が極めて低い現状にある。そのような中で、敬老祝金を減額

することは時期尚早ではないかとの反対意見がありました。 

 次に、委員より、高齢者には敬老祝金の財源は他の施策に使ってほしいと考える

方もいる。このたびの条例改正は高齢者の日々の生活を支援するための財源を確保

することにつながるものであり、賛成するとの意見がありました。 

 次に、委員より、高齢者保健福祉推進会議では、本件について議論がなされてい

ない。しかも、当初の説明では、敬老祝金の削減による効果額を子育て世代に使う

予定とされていたが、高齢者福祉に関する他の事業を実施する方針に変わってきて

いる。また、予算の立て方についても、財政全体の観点から行うべきであり、これ

では福祉の切り捨てであると言わざるを得ないとの反対意見がありました。 

 次に、委員より、敬老祝金の減額により、各世代間の公平性が保たれ、認知症カ

フェや高齢者の日々の生活の安心につながる経費に回せるのであれば、賛成すると

の意見もありました。 

 また、委員より、敬老祝金の見直しそのものについては、反対ではないが、本件

の内容は十分な論議を踏まず提案されたものである。また、議論を深める必要があ

ると考えており、現段階ではこの議案には反対するとの意見がありました。 

 次に、議案第１０３号平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）について、委員より、この議案に対する反対意見がありましたが、割愛

させていただきます。 
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 次に、議案第１０８号平成２８年度美祢市下水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて、委員より、長期前受金戻入等の会計処理に関する質疑がありましたが、内

容については割愛させていただきます。 

 次に、その他の所管事項について、委員より発言がございましたので、御報告い

たします。 

 委員より、本市のごみ収集袋には名前を記入する欄があるが、市内において秋芳

地域だけは、ごみ収集袋に名前を記入する義務が習慣として残っている。また、名

前の記入がなければごみを収集してもらえないということである。ストーカー対策

やプライバシー保護等が重視される中で、執行部として、秋芳地域のこのようなご

み出しの実情についてどのようにお考えかとの問いに対し、執行部より、本市では、

ごみ出しに自覚と責任を持っていただくため、名前の記入欄を設けていますが、記

入は強制しておりません。秋芳地域においては、合併以前の町の指導による取り扱

いを踏襲しているところですが、名前の記入は自治会や個人の御判断によるものと

考えています。また、名前の記入がないためにごみを収集しないということは決し

てございませんとの答弁がありました。 

 また、委員より、敬老祝金支給条例の一部改正について、このたびの委員会審査

では否決となったが、この案件については時間をかけて論議を続け執行部と議会の

合意形成を図りながら、将来的にどのような形とするか考えていかなければならな

いとの意見がありました。 

 最後になりますが、本委員会の冒頭に委員より、所管にかかる事項として、美祢

市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画に対する発言がありましたが、内

容については割愛させていただきます。 

 また、１２月２日に行った一般質問の際、市長が発言されたことについて、最終

本会議において、市長の謝罪を求めるよう、議長に要請がありましたので、議長に

お取り計らいをお願いしたところです。 

 以上をもちまして、総務民生委員長報告を終わります。なお、本委員会は閉会中

といえども、所管事項の調査を行うことを議長に申し出ておりますので、申し添え

いたします。 

   〔総務民生委員長 戎屋昭彦君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  総務民生委員長報告に対する質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、総務民生委員長の報告を終わります。 

   〔総務民生委員長 戎屋昭彦君 自席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  続いて、予算決算委員長の報告を求めます。予算決算委員長。 

   〔予算決算委員長 猶野智和君 登壇〕 

○予算決算委員長（猶野智和君）  ただいまより、去る１２月７日に開催しました予

算決算委員会の委員長報告を申し上げます。 

 まず、議案の審査結果から御報告いたします。 

 さきの本介護におきまして、本委員会に付託されました議案第１０２号平成

２８年度美祢市一般会計補正予算（第６号）についての議案１件を委員全員出席の

もと慎重に審査いたしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決しております。 

 それでは、議案の審査過程において、委員より質疑等がありましたので、その主

なものについて御報告いたします。 

 委員より、生涯活躍のまち構想にかかわる今後の取り組みについて質疑があり、

執行部より、生涯活躍のまち構想の基本計画については、今年度事業で策定する予

定です。この計画を実施するには、その受け皿として、法人格を持った団体が必要

となりますが、現在のところ法人からは手が挙がっていません。 

 これについては、策定された基本計画を来年度、法人にお示しし、手が挙がりま

したら市と県の関係団体も含めて、地域再生計画を策定する予定ですとの答弁があ

りました。 

 また、委員より、電算システムの改修委託を行う際、契約書に不具合が起きた場

合の責任の所在についての文言は規定されているかとの質疑に対し、執行部より、

市と委託業者が交わす契約に、そのような条項は設けていません。しかし、このた

び不具合等が発生しましたことから、今後、研究を行い、不具合が起きた場合の対

応や責任の所在、また、費用負担等の明確な契約条項になるよう努めたいと思いま

すとの答弁がありました。 

 また、不妊治療に関する助成事業について、委員より、本事業は所得制限がある

が、不妊治療をされた方は、大きな費用負担を強いられている。少子化の現状に鑑

み、所得制限をなくすお考えはないかとの質疑に対し、副市長より、所得制限につ

いては、県の要綱に基づき定めており、ほぼ全ての方が対象になると考えています
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が、制限の撤廃についても調整を行いたいと思いますとの答弁がありました。 

 また、他の委員より、年齢制限の緩和等についても検討されるお考えはないかと

の質疑に対し、副市長より、所得制限の撤廃と併わせ、年齢制限の緩和についても、

総合的に検討してまいりたいと考えていますとの答弁がありました。 

 次に、委員より、市長選挙及び市議会議員選挙費が減額補正になった要因につい

てお伺いするとの質疑に対し、執行部より、投票所を３カ所、選挙ポスターの掲示

場所を１００カ所減らしたこと、また、両選挙の立候補予定者が当初の見込みより

少なかったことなどが予算減額の主な要因ですとの答弁がありました。 

 次に、委員より、ふるさと納税の返礼品である美東ゴボウが品薄のため、注文書

から消えている。この対応についてお尋ねするとの質疑に対し、執行部より、こと

しの美東ゴボウについては、農家からの出荷量が少ないため、返礼品としての発送

をとめている状況です。これについて、本市のふるさと納税は寄附額によるポイン

ト制度を採用し、有効期間を１年間設けており、来年まで御利用いただけることの

周知に努めたいと思っていますとの答弁がありました。 

 次に、委員より、市商工会運営補助金において、商工会事務局長費に対する予算

を計上されているが、県の補助金削減との関係はどのように理解すればよいかとの

質疑に対し、執行部より、県において、地方交付税の減額に伴い、平成２７年度の

５カ年間において経過措置を設け、商工会事務局長費の人件費に対する補助金を削

減されることが決まっています。従って、今回、市商工会から平成２８年度減額分

に相当する額の補助要請があり、予算計上したものですとの答弁がありました。 

 このほかにも、委員より質疑がございましたが、割愛させていただきます。 

 以上をもちまして、予算決算委員会の委員長報告を終わります。 

 なお、本委員会は閉会中といえども、所管事項の調査を行うことを議長に申し出

ておりますので、申し添えさせていただきます。 

   〔予算決算委員長 猶野智和君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  予算決算委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、予算決算委員長の報告を終わります。 

   〔予算決算委員長 猶野智和君 自席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  以上をもちまして、常任委員長の報告を終わります。 
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 お諮りいたします。ただいま、教育経済委員長、総務民生委員長、予算決算委員

長からの申し出のとおり、委員会の所管事項につきまして、閉会中も調査すること

に御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）    御異議なしと認めます。よって、委員会の所管事項につき

ましては、閉会中も調査することに決しました。 

 これより、議案の討論・採決に入ります。 

 日程第２、議案第１０９号美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正についての討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することの御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３、議案第１１０号美祢市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正

についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第４、議案第１１２号美祢市職員の退職手当に関する条例の一部改正につい

ての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 
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 これより、議案第１１２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第５、議案第１１３号美祢市税条例等の一部改正についての討論を行います。

本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第６、議案第１１４号美祢市立中学校設置条例及び美祢市体育施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についての討論を行います。

本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）    御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第７、議案第１１５号美祢市敬老祝金支給条例の一部改正についての討論を

行います。本案に対する御意見はございませんか。安冨議員。 

○１５番（安冨法明君）  議案第１１５号ですが、反対の立場で意見を申し上げます。 

 本案は、高齢者に支給されている敬老祝金を２年かけて段階的に削減をし、平成

３０年度で８８歳に１万円、１００歳に３万円とし、２８年度見込み対比で、１，

１５０万円程度の財源を確保しようとするものです。４点申し上げます。 
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 最初に、美祢市の現状と事業の選択肢の視点からでございます。今回の削減案は

現状に比較して非常に大幅な削減であります。美祢市における喫緊の課題は、急激

な人口減少、少子化で、とりわけ出生数の減少や若い世代の社会減に歯どめをかけ

るような対策が必要だと考えております。当初、全員協議会において、削減で生じ

た財源は、少子化対策、子育て世代に振り向けるとした説明を受けております。 

 本会議における質疑で市長は、配食サービス、カフェ等の充実、認知症対策もあ

ったと思いますが――充てるというふうに答えられております。厳しい財政状況の

中で、事業の見直しを行うことは必要と思いますが、見直しによって得られた財源

をどこへ使うかは、もっと重要だというふうに考えております。 

 美祢市まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、人口減少対策に効果が高い

施策、事業を選別して効果的な新たな取り組みを創出するとあります。基本的な政

策については、こういうふうな指針に沿って進めていただきたい。上に上がるほど

政策課題に対する視点がずれてきているようにも思えてなりません。配食サービス

や認知症対策、高齢者の集うカフェ等が必要ではないというふうなことを申し上げ

ているつもりはございません。別途、考えるべきだというふうに思います。 

 ２点目でございますが、受給者の立場を考えてみました。現状の敬老祝金は

８０歳から節目、節目に支給されております。年齢的にいわゆる年金生活者であり

ます。独居の方も多いというふうに思います。 

 年金の受給額は、国民年金が最高でも年８０万円、受給者の平均月額は、５万４，

０００円程度と言われております。厚生年金にしましても、受給平均月額は１４万

８，０００円程度と言われております。一部の人を除けば、働けるうちは働かない

と生活ができない現実があります。食事に行ったり、孫の小遣いに充てる人ばかり

とは限りません。たとえ一時的な収入といえども、まさかのときの蓄えに、また、

生活資金の一部にしなければならない方は数多くおられるように考えております。 

 ３点目でありますが、近隣の市町の状況について説明を受けております。財政状

況や市町の政策判断によって、美祢市より高いところ、低いところ、また支給をし

てないところもございます。美祢市の事業内容は、県内を見ると高いほうだという

ふうには思いますが、高齢者に優しいまちづくりをしていますということもできま

す。一部の意見として、若い世代に使ってほしいとの声も聞かれるようですが、そ

ういうふうな場合には、社会福祉協議会等に御寄附をされれば、広く美祢市の福祉



- 25 - 

事業に役立てるのではないかというふうに思っております。 

 ４点目なんですが、高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画について意見

を申し上げるつもりでございました。当然、この敬老祝金も、この高齢者福祉計画

の中に出てまいります。見直しをしながら今後も続けていきますよというふうなこ

とが記載をされております。 

 今定例会で、この地域密着型の介護老人福祉施設についていろいろな議論がされ

ました。大変重要な視点が抜け落ちているようなところを感じました。というのは、

こういうふうな計画が本市の実施計画が途中で凍結されというふうなことが、ある

いは延期をされるというふうなことが、果たしてあっていいのだろうかというふう

なことを思っておりますが、冒頭、市長におかれては、委員会審査の中、いろいろ

な議論がありましたことについて、あるいは一般質問等の中で不適切な発言等につ

いての謝罪がございましたので、このことはもうこれ以上は申し上げませんが、い

ずれにしましても、今後、このことについての見直しに一切反対をするというよう

なつもりはありません。 

 今回のことで、この高齢者保健福祉計画も既に来年といいますか、次年度は、次

の第７期を協議していかなければならない時期になります。恐らく今回のその件で

賛否両論が出てくるというふうにも思っております。この計画の見直しの中で、併

せてこの敬老祝金についても、十分な議論をさせていただけたらということを申し

上げて、反対討論といたします。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。秋枝議員。 

○５番（秋枝秀稔君）  私は賛成の立場から議論をいたします。 

 先日配付されました県内市町の祝金の支給実績を見てみますと、宇部市、山陽小

野田市、岩国市、阿武町は、支給はないようであります。また、隣の下関市や萩市

は商品などを該当者に主に配っておられるようです。長門市も今年度から８８歳と

１００歳の方のみ支給ということになっておるようです。美祢市は、支給実績は高

いというふうに見ました。段階的にこの支給を削減した予算を福祉の充実に向けら

れるということで、この改正の条例を提案されたものと説明もありました。 

 また、まだ受け取っておられない方に電話で受け取りをお願いしても、今もって

かなりの方が受け取っておられないというような説明もございました。常に市の施

策は改革しないといけないと思っております。改革することで新しい施策も生まれ、
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意識の改革にもつながるというふうに思います。この条例を可決されまして、新し

い時代に向けた福祉施策の充実などに予算を向けていただきたいと思いますので、

この条例案の賛成を発言します。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他御意見はございませんか。戎屋議員。 

○３番（戎屋昭彦君）  反対討論させていただきます。 

 私は、西岡市長がこの美祢市について所信表明の中で、住みたいまちづくり、住

んでみたいとか、いろんなことをおっしゃっていらっしゃいます。私は、それにプ

ラス私のように戻ってきてよかった。若い人も含めてそういったことの美祢市づく

りのために、新しいというか、このものは残してもいいと思います。 

 やはり、他市と比べて高いから下げるとかじゃなくて、やはり前も予算決算委員

会のときに話がありましたように、国・県がなくても美祢市にもっとあっていいも

のがあってもいいんじゃないかという意見があったかと思います。そういったもの

でやはりいいものは残し、そのためにほかの何を削減するか、それはもっとほかの

ことで考えていくべきだと思います。 

 と申しますとやはりこの全協の中で、最初に子育て、先ほど安冨議員が申しまし

たように、子育てに使うということがありました。しかし、この本会議でこの敬老

祝金を配食サービスに変える、カフェに変える。やはりそういったことを変えるこ

と自体、私はちょっと本会議でやるのはまずいのではないかなと。 

 やはり、そのあたりを西岡市長がもっと自分のコンセプトを考えていらっしゃる

のかなと、やはり配食サービスが悪いからそれをしていけないという意味じゃない

です。改善しないといけません。しかし、福祉全体の中を考えた中で、私は思いま

す。「木を見て森を見ず」まさにその一つ一つがこうだからこっちに変える。こう

したらいいとかじゃなくて、もっと美祢市の予算を１７０億円あります。その中で

いろんな予算の立て方があります。 

 その中で、全体を見てここのところはこうしていったらいい、ここはこうすると、

だから全体の中で見ていかないと、一つのものを右から左という考えは、私はどう

かなと、やはり今は美祢市は子育てのために若い人が戻ってきてほしい、いろんな

ことの願いもあります。老人も必要です。やはりそのあたりをすべて見た中で、ど

のような考えを福祉計画にもっていくか、その中でこれをこうしたいという考えが
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あったらいいと思います。 

 だから、私は決して安冨議員と一緒で、この敬老祝金を将来的に減額その他、反

対ではございません。やはりいろんなことの考えの中で、全体を見た中で考えてい

っていただきたいということで、反対討論とさせていただきます。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。末永議員。 

○１番（末永義美君）  私も反対のほうの御意見を申し上げます。 

 急速に高齢化が進行する中、条例が制定された当時と現在では、市政と高齢者の

暮らしを取り巻く状況は大きく変わってきています。この条例を変える今、市民の

圧倒的な声や議会の圧倒的多数による多くの方々が、「なるほど」と、納得する状

況の中で変えるべきではないかと考えます。 

 しかし、今回、提案されているものは、中身について議会でほとんど議論されて

いない中、私の印象では、唐突に市長から提案されています。さらに、先ほど来、

各委員からの中にもありましたが、その内容に対してもいろんな財源の使途を、子

育てとか、配食サービス事業のほうの支援に回すなど、一貫性がないようにも思い

ます。また、市長と執行部の協議調整がなされているのかなと不安を拭えませんし、

市民の皆さんにもさまざまな御意見があると思います。 

 このようなことから、今議会でやるべきことは、全会一致になる議論を尽くすこ

とではないでしょうか。そのためには、議会は市長案を否決し、美祢市独自の敬老

祝金支給事業のあるべき姿を構築していく議論が必要だと考えます。次を考えて、

今、良識ある判断をよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見ございませんか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  私は賛成の立場で意見を述べます。 

 先日から一度ではないんですが、何回もですが、私は高齢者の方と話し合う機会

がありました。その中で、敬老祝金についても話しました。私たちはいいからその

分を若い人に、子供さんたちにつかってください。若い人が来なければまちおこし

にはならないという意見もありました。 

 市長さんの提案説明の中では、高齢者の方が豊かな暮らし、クオリティを上げる

といった内容でした。今、高齢者の方は、少ない年金がさらに目減りをして、暮ら

しが大変なときです。敬老祝金を見直すことで、その分、高齢者の日々の暮らしに



- 28 - 

安心・安全のための政策、通院や行事などイベントへの参加のための移動手段、ま

た、買い物難民と呼ばれている買い物不便地域の解消、介護保険料の軽減など、ま

た、子育て支援などこうした政策に使っていただきたいということを述べて、賛成

意見といたします。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。髙木議員。 

○７番（髙木法生君）  私は今回の議案第１１５号美祢市敬老祝金支給条例につきま

しては、反対の立場で申し上げます。 

 この敬老祝金の支給につきましては、長年にわたり地域社会に貢献された高齢者

にこれまでの御労苦に対しまして、お礼と長寿をお祝いする目的で祝金が支出され

ておると存じます。従いまして、この改正については老人福祉に逆行しており、こ

こに不平等が生じてまいりますので、現行制度をそのまま維持をいたしまして、条

例の一部改正につきましては、時期尚早といたしまして、この議案には反対といた

したいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。杉山議員。 

○２番（杉山武志君）  私は、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 

 執行部から御提案された趣旨をもう一度言いますと、市町村合併当時からの懸案

事項であり、市の財政を圧迫していると。それと敬老祝金が全面廃止するのではな

く、経過措置をもって近隣の市町に合わせ、節目の数を調整したいといったところ

だと思います。 

 目的としましては、先般の会議でもありましたけど、配食サービスというお話も

ありました。先ほど、ほかの賛成討論の中で出ておりましたけど、買い物難民がふ

えております。高齢者の方に一時金で支払うというのも高齢福祉になりましょうが、

日々の生活を守ってあげるというのも、すごく重要ではないかと思います。まして

少数の方ではありますが、５％近くの方が再三のお知らせにもかかわらず受け取っ

ておられないとういう事実もございます。 

 私自身としましては、現在の節目の年に金額を現時点でも交付していただきたい

なという思いもありますが、執行部は近隣の市町の年齢基準に合わせたいという強

いお考えもお持ちのようですから、それに賛成をしたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。猶野議員。 
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○４番（猶野智和君）  順番に私は、今度反対の立場で意見を言わさせていただきま

す。 

 今回の議案、いろいろ皆さんおっしゃいますが、はっきりしているのは住民サー

ビスの低下の議案であるのは間違いないと思います。 

 今回、対象になっている方が高齢者の方、高齢者の方と言われますが、その中で

も現場でいろいろバリバリ今も働かれて高齢者の方もいらっしゃいますが、今回の

場合は、そのまだ上の世代９０歳代ですとか、１００歳代の方が対象になっていま

す。こういう方々はどうしても体力的にも弱者になってきますし、だんだんそうい

う関係で表にも出てくる機会もなくなって、昔はいろいろ地域に意見を言ったり、

私たち議員にもコンタクトをとられていたでしょうが、だんだんそういうこともな

くなって、政治的にも弱者になられている方々と思います。 

 ですので、我々議員はそういう方々の意見を届かないというか、聞かないという

こともありまして、こういう方々のサービスをとめやすいというところもあるんだ

と思います。ですから、あえて我々は慎重になるべきだと思います。 

 一つそういう本当のいろいろな意味での弱者の方、特に子供のサービスを低下さ

せるというときには、皆さん敏感に反応されると思いますけど、その対局の世代の

方々のサービスが低下するということも我々はよく考えなければいけないと思って

います。 

 それともう一つ、この議案ですが、災害に対するものですとか、緊急を要する議

案ではないということです。要は、まだ時間的猶予が許される議案だと思っており

ますので、今、皆さんお聞きなったと思いますけど、いろいろな意見が分かれてお

ります。 

 今回、市長からこういう議案が出てきましたが、どうしてもそういう住民サービ

スの一部をカットする、こういう反応がどう出てくるかを時間を少しかけられて、

本当に皆さんが、先ほど一部の高齢者の方は私はもういいからと言われる議員さん

もいらっしゃいましたが、それがその世代の全ての本当の意見なのかどうか、よく

お聞きになって、もう一度これを慎重に議論していただければなと、検討していた

だければなと思っておりますので、ぜひこのあたりは慎重にお考えいただきたいと

思って、今回は反対の意見とさせていただきます。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。山中議員。 
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○９番（山中佳子君）  私はこの議案に賛成します。 

 敬老祝金支給条例の一部改正についてのこの議案は、２カ年にわたり段階的に変

更していこうというものであり、平成２９年度は今の支給額を８０歳、８８歳の方

は１万円、９０歳と９９歳の方は２万円、１００歳の方は３万円に減額し、さらに

平成３０年度には、８０歳、９０歳、９９歳の方の支給は廃止し、８８歳に１万円、

１００歳の方に３万円を支給することにするというものです。 

 その削減効果は、２９年度は約４００万円、３０年度は約１，２００万円と見込

まれています。削減で得られたものは、市長から各世代間の公平性を保つために、

高齢者が日々の生活の中で安心して暮らせるカフェやサロンの経費に充てたり、配

食サービスの支援策として使いたいという説明もありました。 

 この事業の見直しについては、唐突に出てきたものではなく、第６期介護保険事

業計画の中でも、敬老祝金支給事業は必要に応じ、事業内容の見直しを行いながら

継続して実施していきますとされています。今、美祢市は高齢者が住み慣れた地域

で、生き生きと暮らせることができるまちを目指しており、そのための地域包括ケ

アシステムの導入により、介護、医療、生活支援、介護予防の充実が図られようと

しています。 

 施設での介護に頼るのではなく、地域で高齢者を見守っていくためにも自主的に

運営されている「いきいきサロン」や介護予防を目的とする自主グループへの支援、

助成は必要であろうと思います。限られた予算の中で、ますます高齢化が進んでい

くこのまちにとって必要な条例改正だと思いますので、この議案第１１５号には賛

成します。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  それでは、賛成、反対のたくさんの御意見が出てきておりま

す。それで、私は今回この議案に関しては反対という立場で討論していきたいと思

っております。 

 今回、この美祢市敬老祝金支給条例の一部改正なんですけど、今、１，５４０万

円年間この予算がかかっています。それで、今回この２年後には２９７万円という

形で８０％一気に削減ですね。削減の仕方が半分とかいうのならよくわかるのです

けれども、８割も削減、非常にこれ大きな。 
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 そして、また、この財源については高齢者の認知症カフェとか、そういったとこ

ろの集いに使っていく。そういった福祉に充実するためにこの予算をつけていくち

ゅう、そういったところに充てていくちゅうのはいいんですけれども、今後、高齢

者の認知症カフェ、こういった方々の高齢者の集いを行っていくに当たって、私は

まだ何ら予算措置もしていない。これがきちんとこれを運営していくに当たって予

算もちゃんとついて決めておれば、ああ、ちゃんと結構、長年にわたって思案され

て、そして予算もこれぐらいついてきたなというなら、私も理解していますけど、

何ら認知症カフェ、最初は子育て支援と言って、今度は認知症のほうの支援策、コ

ロコロ変わりました。予算もついているかというと、今回も予算は示されていない。

これでどうして賛成せって言われるんでしょうか。ちょっと私は理解することがで

きません。 

 そういった高齢福祉関係については、高齢福祉課を中心に、この地域包括支援セ

ンターや社会福祉協議会、地元のボランティア、企業、地域の青年パワーなどをし

っかりと、私はそういったところを連携し合って、若い人を中心に高齢福祉等を、

そこが中心のところが旗振りして総合的にこういった認知症カフェなどを運営して

いかないと、一時的にはぱっとやったけども、いつも来る人は同じ、そしてだんだ

ん人が減ってくる。こういう形のものであれば、私は予算をつぎ込んでも、どこに

そのお金が行ったか分からなくなってしまいますので、しっかりと、もうちょっと

時間をかけられて、今回の条例についてはちょっと８０％削減ちゅう形でしたので、

予算も今後事業をする上で、認知症カフェなどするに当たって予算がついておりま

せん。 

 そういったところが明確になっていないということで、今回のこの予算について

は反対とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。秋山議員。 

○１２番（秋山哲朗君）  私は、この美祢市敬老祝金支給事業の条例一部改正につい

ては、反対をさせていただきます。 

 と申しますのも、るるこの制度につきましては、安冨議員のほうからも説明がご

ざいました。今も御説明がございました。 

 今、なぜこのような反対意見を述べるかというと、やはり執行部の説明、執行部
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が我々議員に説明する全員協議会というのがあります。その説明と市長の発言が違

う発言になっているのですよね。そういったところに疑心暗鬼になっておるのが、

今、現状ではないかと思います。 

 もう一つ、例を挙げますと、この美祢市の高齢者保健福祉計画・第６期介護保険

事業計画、これを凍結されました。その理由が、当初のこの説明からすると、これ

執行部から全員協議会のときの説明なんですけれども、「介護老人保健福祉施設を

運営されている社会福祉法人からの聞き取り及び調査及び現地調査をいたしました。

これらの調査結果、入所者や待機者の状況、介護福祉士や看護師等施設従事者の実

情、施設利用者が与える入所の実態等を幾つかの新たな問題点が確認できた。」こ

れ６月２２日なんですよね。こういったことにおいて、この整備計画を延期するこ

とにしましたというのがこれは執行部の説明。 

 そして、９月２６日の本会議の市長の発言、第６期介護保険事業計画の３年間凍

結について、「３年間の凍結について５月に施設を巡回して施設の方の説明を受け、

その結果、諸問題が確認でき、今期における介護保険サービス基盤整備につきまし

ては、既に実施したものを除き計画を延期させていただいた。」と、これは全く執

行部と一緒なんですけども、このたびの問題は、この１２月２日の竹岡議員の一般

質問のときに、先ほどことわりを言われましたけども、申請の事業の所在地が、あ

る議員のところの自宅であるところ。建物の所有関係が何々法人のという、法人の

自己所有になっているという理由で、このたびそういったことが確認できないので、

その状況で変更させていただいたと。まさに、二転三転しているところに疑念を抱

くということでございます。 

 先ほど戎屋議員も言いました。本当にこの美祢市の福祉を考えるならば、美祢市

の高齢者福祉をこういうふうに導いでいくぞと、その中でこのことが出てくればい

いんですけどもそうじゃない。取ってつけたようなカフェをするんだとか、配食

サービスにもっていくんだとか、確かに市長、移動市長室に行かれたかもわかりま

せん。でも、もっともっと大きな関係、他市と違った美祢市は、本当によその市と

違った高齢福祉をこうやるんだという明確なものの中で進めていっていただきたい

というふうに、逆に要望したいと思っております。 

 こういった意見をもちまして、反対意見とさせていただきます。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。徳並議員。 
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○１３番（徳並伍朗君）  私は反対の意見を言わせていただきます。 

 ４月の市長選のときに、西岡市長は出すものは出すということで、チラシも配ら

れました。出すものは出すと。まさにこの敬老祝金を出すものだろうと。お年寄り

はこの裏切られたと思っていると思います。まあ、美祢市の予算の約１，７００分

の１ぐらいでありますけれど、やっぱり孫やひ孫や、やしゃごに多くはいらっしゃ

いませんが、ひ孫ややしゃごの多くに、本当に家庭でその少しでも分けてあげたら、

その家庭が温かくなるんじゃないかなと。私はそれは大事じゃろうと思う。 

 これは、家庭を温かくするためのものと思って、ぜひとも続けてほしいというふ

うに思っておりますので、反対の意見といたします。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  申しわけないです。私、午前中に申し上げましたように、

この１１５号の議案の中で討論させていただきたいと申し上げました。 

 まず、秋山議員が言われたように、この第６期介護保険事業計画、この中の

１１ページに人口推計がされているのですね。そして、７５歳以上の後期高齢者、

つまりこの人口が平成２７年が５，３５８人、今年度が５，３２４人、そして平成

３７年、１０年後に、じゃ、どうなるの、５，３１０人なんですね。高齢者比率は

上がってくるんですが、後期高齢者はふえないんですね。 

 そうした背景の中で、なぜ美祢市が県下の中でもいいと、例えば市長が言ってい

るように、教育充実都市を目指す、やっぱりこれは県下で一番を目指そうというこ

とでしょう。 

 ジオでも日本一を目指したいということをおっしゃったことがあります。それと

同じように、やっぱり他市に比べて、どう差別化をしていくのかというのが今から

先の自治体経営の中で大事だと私は思います。 

 そうした中で、市長は１２月２日、私の一般質問の中で、いわゆる生涯活躍のま

ちづくりの話をしたときに、市長、こうおっしゃったですね。まずは、若い方がこ

こで暮らして、ここから若い方の老後が安心して暮らせるまちづくりをしていくこ

とが先決であると、こうおっしゃっております。 

 今の若い方が、年をとられるためのということで、それが先決だと。私はまさに

老人福祉の切り捨てだと言ったと思います。本当に切り捨てなんですね。基盤整備

もやめた、その上にこうした８０歳、あるいは節目、節目に日本の伝統的ないろい
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ろな８８歳だとか、９９歳、いろいろな節目に出そうというこうしたものを、私は

市長が若い今おられる方、それは当然大事にしなくちゃいけないのは当たり前です。

ですが、その方たちが年をとる、いつの話かはかなり先の話になりますが、そのこ

とをやることのほうが先決だって言っているんです。ですから、もともと考えの中

に老人福祉の切り捨てをやっても、それを優先しようというお考えがあるのじゃな

というふうに思っております。 

 なお、もう一つ、今回２８年度で５％の方が取りに来ておられないと、杉山議員

おっしゃいました。じゃ、その５％の中を分析されたのですか。寝たきり老人もい

らっしゃるだろうし、施設におられる方もいらっしゃるだろうし、その辺の取りに

来る、辞退をされたのならわかりますよ。行きませんと、要りませんと辞退された

のが５％なら私もわかります。しかし、裏を返したら９５％の方が、これだけのも

のを受け取られたということは、大きな私は意味があるというふうに思っておりま

す。 

 今後も老人福祉の切り捨てじゃなくて、現在のお年寄りも大事にしていただきた

いと、こういう意味からこうした高齢者保健福祉計画、あるいは介護保険事業計画

こういうものを、先ほども午前中に申し上げたと思います。しっかりやっていただ

いて、さらに西岡市長の新しいセンスのもとに、食事ならトッピングしてください

という話をしました。そうした施策をつけ加えていただいて推進されることを希望

しまして、残念ながら今回の議案につきましては、反対をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。下井議員。 

○１１番（下井克己君）  賛成の立場で意見を言わさせていただきます。 

 確かにいろいろ、るる皆さんが言われました反対の意見理解できるところもござ

います。ただ、私は西岡市長が、全ての高齢者の方々に、確かに祝金、８８歳と

１００歳の方ですか、そちらの方だけに現金を渡すというふうになっておりますが、

このお金でいろんなことを多くの方のために使われるということを信じて、賛成意

見とさせていただきます。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 
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 この際、３時４０分まで休憩いたします。 

   午後３時２９分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午後３時４０分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 これより、議案第１１５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案否

決でありますが、原案についての採決を行います。原案のとおり決することに賛成

の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○議長（荒山光広君）  挙手少数であります。よって、本案は否決されました。 

 日程第８、議案第１１６号美祢市国民健康保険税条例の一部改正についての討論

を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第９、議案第１１７号美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

の定数を定める条例の制定についての討論を行います。本案に対する御意見はござ

いませんか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  この議案について意見を述べます。農業委員会は、農地の権

利移動、転用など、許認可の権限を持っています。農業委員は農業者の代表でもあ

ります。今回の改正は、家族経営農業を基本とする日本農業の解体につながるもの

だと考えます。この新制度は、農業者の委員を利害関係者という理由から排除され

たり、農地に関する権限を弱めるのではないかと考えられます。今、生産者米価の

暴落、また高齢化で遊休農地がふえています。農地の集積、利用、調整を進める上

で、所有者、利用者の相互の理解と協力、信頼関係と合意が不可欠であり、農業者

の構成委員が多数を占める農業委員会でこそ農業委員会の役目があり、農業を守る
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ことができると考えます。こうした面で、農業委員会のこの議案は農業委員会の弱

体化につながると思いますので、この条例の制定に反対いたします。 

○議長（荒山光広君）  その他御意見ございませんか。岩本議員。 

○１０番（岩本明央君）  今、反対の意見がありましたので、賛成の立場で意見を述

べます。これは、先般の会議でも説明がありましたように、親法が変わったという

ふうなことを聞いております。そういうこともありまして、私は、いろいろありま

す。ありますが、親法でこれからもいろいろ上級のほうへもお願いをするなり、問

題があればお願いするなり、市長会でもぜひお願いをしていただいて、できりゃ通

していただきたいと、そう思っております。そういうことで私はその法案に賛成で

ございます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他、御意見ございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○議長（荒山光広君）  挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第１０、議案第１１８号美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の

一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１８号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１１、議案第１１９号美祢市赤郷交流センターの設置及び管理に関する条

例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１２、議案第１２０号美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関す

る条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございません

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１３、議案第１２１号美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関す

る条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございません

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１４、議案第１２２号美祢市真長田定住センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１５、議案第１２３号美祢市立学校施設使用条例の一部改正についての討

論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１６、議案第１２４号美祢市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改

正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１７、議案第１２５号美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改

正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１８、議案第１２６号美祢来福センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１９、議案第１２７号美祢市上野コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございま

せんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２０、議案第１２８号美祢市河原コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございま

せんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２８号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２１、議案第１２９号美祢市田代コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございま

せんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１２９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２２、議案第１３０号美祢市堀越コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございま

せんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２３、議案第１３１号美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ
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れました。 

 日程第２４、議案第１３２号美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２５、議案第１３３号美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する

条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２６、議案第１３４号美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の

一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２７、議案第１３５号美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の

一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２８、議案第１３６号美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例

の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２９、議案第１３７号美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３０、議案第１３８号美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条

例の一部改正についての討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３８号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可
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決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３１、議案第１３９号美祢市都市公園条例の一部改正についての討論を行

います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１３９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３２、議案第１０２号平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第６号）の

討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３３、議案第１０３号平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）の討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。三好議

員。 

○８番（三好睦子君）  この議案に反対いたします。その以下の理由を述べます。 

 平成２７年度から支援制度として６，０００万円が美祢の国保会計に入っており

ます。この使い道としては、市の回答では、高額医療費に回したとの回答でした。

医療給付費の推移を見ますと、平成２５年、２６年、２７年も３億２，０００万と

大差はありませんでした。２８年度の補正では、３億８，０００万円になっていま
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す。これは、補正ですからはっきりしませんが、過去５年間を見ましても、約３億

２，０００万円で収まっています。２８年度だけは高額医療費がこのように必要で、

この金額ではまだ、現段階では、２８年度はわかりませんが、この補正の中では、

３億８，０００万円になっております。共同事業拠出金を見ますと、過去５年間は

約４億円だったのに対して２７年からは約２倍に近い７億６，０００万円となって

おります。この共同拠出金は高額医療費の実績と被保険者数に応じて割り当てられ

た額を県の国保連基金に納入するものです。先ほど述べました高額医療の実績は、

過去５年間でほぼ同額です。被保険者数が２倍になったわけでもないと思います。

前年度の繰越金を見ましても、２４年度が７，７００万から２５年度は１億、

２６年度は２億２，０００万、２７年度は２億６，０００万となっております。

２８年度予算はさらにふえるのではないかと思います。こういうことから見まして、

これらを見ても国保税の引き下げは可能だと考えます。国保税を引き下げて命と暮

らしを守るべきだと思います。国保税の引き下げの検討していただきますよう述べ

まして、意見といたします。 

○議長（荒山光広君）  三好議員、反対意見でよろしいですか。反対意見ですか。は

い。 

 その他、御意見ございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。癩癩御意見ですか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  討論をさせていただきたいと思います。今…… 

○議長（荒山光広君）  岡山議員、申しわけございません。討論時間終わりました。 

○６番（岡山 隆君）  最初質疑をやるかと思っちゃった、思ったんですよ。 

○議長（荒山光広君）  質疑はございません。 

○６番（岡山 隆君）  賛成、反対討論ちゅう。 

○議長（荒山光広君）  それで御意見ありませんかで、ほかにないようですので、次

に今いきます。 

○６番（岡山 隆君）  いつも２回いかなかったかね。 

○議長（荒山光広君）  採決ですから。申しわけありません、済みましたので。これ
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より、議案第１０３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○議長（荒山光広君）  挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第３４、議案第１０４号平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第

２号）の討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３５、議案第１０５号平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）の討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３６、議案第１０６号平成２８年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第１号）の討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３７、議案第１０７号平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第

３号）の討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３８、議案第１０８号平成２８年度美祢市公共下水道事業会計補正予算

（第２号）の討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０８号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３９、議案第１４０号美祢市勤労福祉会館及び美祢勤労者総合福祉セン

ターの指定管理者の指定についての討論を行います。本案に対する御意見はござい

ませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１４０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 
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 日程第４０、議案第１４１号市道路線の認定についての討論を行います。本案に

対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１４１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第４１、政治倫理条例に関する特別委員会の委員長報告についてを議題とい

たします。 

 この際、特別委員長の報告を求めます。政治倫理条例に関する特別委員長。 

   〔政治倫理条例に関する特別委員長 髙木法生君 登壇〕 

○政治倫理条例に関する特別委員長（髙木法生君）  ただいまより、去る１２月９日

開催の政治倫理条例に関する特別委員長報告を申し上げます。 

 では、委員会の協議内容から御報告いたします。本委員会は、今回が２回目の開

催となりましたが、まず今後の進め方について協議を行ったところであります。 

 その中で、委員より、政治倫理条例の必要性について、また条例の対象を議員と

市長にすることなどについて意見が出されたところですが、本条例は、美祢市議会

基本条例に基づき制定したものであるので、現行の基本条例では、対象範囲の拡大

はできないのでは、との意見がありました。 

 また、今後については、議員としての責務等の基本にかえり、勉強会や研修等を

実施したうえで、倫理条例の具体的な部分に入っていくべきではないか、との意見

があり、複数の委員から、講師等を招くことを検討することについて、積極的な意

見がありました。 

 従いまして、本委員会の今後については、政治倫理条例の条文の詳細について議

論する前段として、議会の権限、責務及び議員の資質といった基本的事項について、

有識者を招いた研修会を実施し、共通認識を図り、その後、各条文を議論すること

について、大方の委員の合意を得られたものと考えているところでございます。こ

のことについては、３月定例会会期中に本委員会を開催する予定でありますが、有
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識者を招いた研修会を開催する時期等については、委員長の私に一任いただいてお

るところでございます。これについては、今後検討、調整させていただくことを申

し添えまして、政治倫理条例に関する特別委員長報告を終わります。 

   〔政治倫理条例に関する特別委員長 髙木法生君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  政治倫理条例に関する特別委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、政治倫理条例に関する特別委員会の委員長

報告についてを終わります。 

   〔政治倫理条例に関する特別委員長 髙木法生君 自席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  この際、暫時休憩いたします。なお、この間に会派代表者会

議、議会運営委員会及び議員全員協議会の開催をお願いいたします。 

   午後４時１０分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午後４時５０分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 本日の会議時間は、会議規則第９条第２項の規定により、議事の都合によってあ

らかじめこれを延長いたします。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（綿谷敦朗君）  御報告いたします。 

 ただいま机上に配付いたしたものは、議事日程表（第４号の１）、及び議員提出

意見書案第１号、以上２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（荒山光広君）  お諮りいたします。この際、日程第４２を日程に追加し、議

題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、日程第４２を日程に追加す

ることに決しました。 

 日程第４２、議員提出意見書案第１号地方議会議員の厚生年金への加入を求める

意見書の提出についてを議題といたします。 
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 この際、提出者から提案理由の説明を求めます。 

   〔髙木法生君 登壇〕 

○７番（髙木法生君）  それでは、議員提出意見書案第１号地方議会議員の厚生年金

への加入を求める意見書の提出についての提案理由を申し上げます。 

 これは、本日提出するものであり、賛成者は、戎屋昭彦議員、秋枝秀稔議員、猶

野智和議員であります。 

 それでは、意見書（案）を読み上げ、提案理由とさせていただきます。 

 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書（案）。 

 地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現に向け大きな

責任を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要となっている。 

 このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門

的な諸課題について、住民の意向を酌み取り、的確に執行機関の監視や政策提言等

を行うことが求められている。 

 また、地方議会議員は、議会活動のほか、地域における住民ニーズの把握等、さ

まざまな議員活動を行っており、近年においては、都市部を中心に専業化が進んで

いる状況にある。一方で、統一地方選挙の結果を見ると、投票率が低下傾向にある

とともに、無投票当選者の割合が高くなるなど、住民の関心の低さや地方議会議員

のなり手不足が深刻な問題となっている。 

 よって、国においては国民の幅広い層、特に若い世代からの政治参加や地方議会

の将来における優秀な人材を確保する観点から、地方議会議員の厚生年金加入のた

めの法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。平成２８年１２月

１６日、山口県美祢市議会議長、荒山光広。 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、

財務大臣、厚生労働大臣でございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。議員の皆様の御賛同を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

   〔髙木法生君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  これにて、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議員提出意見書案第１号の質疑を行います。質疑はございませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

    〔高木法生君 自席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出

意見書案第１号を会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、議員提出意見書案第１号は、

委員会付託を省略することに決しました。 

 これより、議員提出意見書案第１号の討論を行います。御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議員提出意見書案第１号を採決いたします。本案を原案のとおり決す

ることに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、議員提出意見書案第１号は

可決されました。 

 市長、御挨拶がございましたら、お願いいたします。西岡市長。 

   〔市長 西岡 晃君 登壇〕 

○市長（西岡 晃君）  平成２８年１２月定例市議会閉会に当たりまして、一言御挨

拶を申し上げます。 

 今期定例会に提出いたしました諸議案につきまして、慎重に御審議をいただき、

感謝申し上げます。可決いただきました平成２８年度補正予算などの諸議案につき

ましては、早期に事業実施に向け鋭意取り組んでまいります。 

 なお、否決となりました１議案につきましては、議員の皆様にいただいた貴重な

御意見を参考に、また今後関係各位の御意見も拝聴しながら、協議、検討してまい

りたいと考えております。 

 さて、本年４月、私が市長に就任させていただき８カ月が経過しようとしており

ます。これまで市民の皆様や議員各位の御助言や御理解、御協力を賜り市政が遂行

できておりますことを厚く御礼申し上げます。 
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 本年９月定例会本会議一般質問におきまして、私は美祢市台北観光・交流事務所

の存続につきまして発言いたすとともに、この事務所に出向き状況把握することを

申し上げたところでございます。 

 そして、去る１１月２２日から２６日まで台湾を訪問してまいりました。主な日

程は、山口農林水産物需要拡大協議会等が主催するぶちうまやまぐち総合フェアｉ

ｎ台湾へ出席し、村岡山口県知事を初め、関係者と山口県や美祢市の食や観光に関

するＰＲ活動を行ってまいりました。また、南投縣及び南投縣水里郷並びに台湾の

対日外交窓口機関にあります中華民国外交部亜東関係協会を表敬訪問し、今後さら

なる交流の促進について確認してまいりました。 

 また、美祢市観光協会から新北市にございます野柳地質公園の管理運営会社へ返

礼品贈呈式の出席依頼を受けましたことから、これに同席するなどの公式日程でご

ざいました。そして、これらの日程を全て終え、美祢市台北観光・交流事務所に行

き、所長から業務内容を説明を受けるとともに、台湾外交部職員の方から事務所の

運営についてアドバイスをいただいたところであります。 

 このたびの台湾訪問では、多くの皆様から歓迎を受けまして、関係各位の御協力

のもと、美祢市と台湾との交流が着実に進展していることを感じ取ることができま

した。 

 また、美祢市台北観光・交流事務所において台湾や東アジアの情報をいち早く入

手することで、海外からのインバウンド、すなわち観光客の誘致活動の拠点として

機能していることや、これらの情報を山口県や県内市町に発信し山口県全体として

観光振興のみならず、国際交流、文化、教育、特産品などの物流につなげるための

役割を担っていることが確認できたところでございます。今後とも本事務所につき

ましては、効率的な運用方法を協議、検討しながら、重要な拠点施設と位置づけて

まいりたいと考えておりますので、皆さまには御理解いただきますようお願いいた

します。 

 さて、私が市長就任後、新しい美祢市の創造を掲げ、第一次美祢市総合計画後期

基本計画や各種個別計画の整合性を図りつつ、これらを具現化したいと申し上げて

まいりました。そのためには、限られた予算の中で既成概念にとらわれることなく、

現状把握と課題を見極め、各施策の実施について計画的かつスピード感を持って取

り組んでまいりますことから、議員の皆様を初め市民の皆様には御理解と御協力を
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賜りますようお願い申し上げます。 

 結びになりますが、本年も残すところあとわずかとなりました。議員の皆様には、

今後とも変わらぬ御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げるとともに、健康

には御留意されまして、御健勝で御多幸な新年を迎えられますよう心から御祈念申

し上げます。 

 また、このＭＹＴをごらんいただいております市民の皆様には、これからは寒さ

も一段とましてまいります。どうぞ風邪などお召しにならぬよう御自愛くださいま

して、幸多き新年を迎えられますように心から御祈念申し上げまして、私からの御

挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 

   〔議長 荒山光広君 登壇〕 

○議長（荒山光広君）  １２月定例市議会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し

上げます。 

 この１年間、市民の皆様、執行部の皆様及び議員の皆さんには、議会活動に対し

温かい御支援と御協力を賜りまして、衷心より厚く御礼申し上げます。とりわけ、

本年はこれまでの１９名から１６名に議員定数を削減して、４月に執行されました

美祢市議会議員一般選挙におきまして、市民の皆様から負託を受けた１６名を市議

会に送り出していただき、改めて責任の重大さを感じているところであります。現

在、本市におきましては、過疎化、少子高齢化対策を初め、市民の皆様の安全で安

心な生活を守るための行政課題が山積しており、住民福祉の向上、地域経済の活性

化を目指し、執行部と議会の両輪により、迅速かつ着実に諸施策を推進する必要が

あります。 

 国においては、地方創生というテーマのもと、地方の活性化を促しているところ

であり、地域間競争の時代に突入しております。本市も第一次美祢市総合計画が示

す基本理念「市民が『夢・希望・誇り』をもって暮らす交流拠点都市美祢市」の実

現に向け、Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパークの基本理念を核とした諸施策を展開している

ところであり、市議会といたしましても、本市活性化の歩みをとめることのないよ

う取り組んでいるところであります。さらに、美祢市まち・ひと・しごと創生総合

戦略では、社会情勢等の変化を加味したより実効性の高い戦略とし、本市の特性を

生かした定住人口の拡大や雇用の促進などを推進することとしており、今後本市が

より一層発展していくためには、市民、事業者、行政がともに考え、ともに生きて
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いこうとする動きが非常に大切になってまいります。 

 市議会としましても、本市発展に向け、市民の皆様とともに一歩一歩確実に進ん

でまいる所存であります。また、議会改革においても、議会基本条例に基づき、議

会報告会の開催や政策討論会を通じて、市民に開かれた自由闊達な議論ができるよ

うにしてきたところでありますが、さらなる活性化に向け議論を深めてまいります。

つきましては、今後とも議会活動に対しましてより一層の御支援、御協力を賜りま

すようお願いいたします。 

 終わりにのぞみ、寒さに向かいます折から、皆様には、どうぞ御自愛くださいま

して、お健やかで輝かしい新年をお迎えになりますようにお祈り申し上げまして、

閉会に当たっての御挨拶といたします。まことにありがとうございました。 

   〔議長 荒山光広君 議長席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は全て終

了いたしました。 

 これにて、平成２８年第４回美祢市議会定例会を閉会いたします。お疲れでござ

いました。 

   午後５時０５分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 



- 54 - 

   上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       平成２８年１２月１６日 

 

            美祢市議会議長 

 

            会議録署名議員 
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